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■
甲
種
防
火
管
理
者
資
格
付
与
の
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

消
防
法
第
８
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
防
火
管
理
者
の
選
任
に

あ
た
り
、
資
格
付
与
の
た
め
の

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

選
任
義
務
の
あ
る
事
業
所
の

関
係
者
は
、
必
ず
受
講
し
て
く

だ
さ
い
。

日
時
／

�

令
和
２
年
２
月
５
日（
水
）、

６
日（
木
）

・
１
日
目
…
９
時
３０
分
〜
１６
時

・�

２
日
目
…
９
時
３０
分
〜
１５
時

３０
分

※�

２
日
間
と
も
受
講
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

会
場
／

�

稚
内
地
区
消
防
事
務
組
合
２

階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル

（
港
５
丁
目
１
番
３７
号
）

▼
申
し
込
み
に
つ
い
て

�

受
講
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
受
講
申
請
書
は
消

防
本
部
総
務
予
防
課
で
配
付

し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

申
し
込
み
期
限
／

　

令
和
２
年
１
月
２２
日（
水
）

受
講
料
／
無
料

※�

た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
が

３
９
０
０
円
か
か
り
ま
す
。

受
講
申
請
書
を
提
出
後
、
請

求
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
／

消
防
本
部
総
務
予
防
課

　

☎
２
３
‐
２
７
３
４

市
で
は
、１０
月
〜
１２
月
を「
滞

納
整
理
特
別
強
化
月
間
」と
し

て
、
税
金
や
使
用
料
等
の
滞
納

整
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

す
で
に
納
期
が
経
過
し
て
未

納
と
な
っ
て
い
る
税
金
等
に
は
、

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

納
付
ま
た
は
連
絡
の
な
い
方

■
市
税
・
使
用
料
等
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

に
つ
い
て
は
、
勤
務
先
へ
の
給

与
照
会
や
、
各
金
融
機
関
等
へ

の
預
貯
金
調
査
等
、
財
産
調
査

を
実
施
し
て
、
差
し
押
さ
え
を

執
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
病
気
や
失
業
な
ど
、

特
別
な
事
情
が
あ
る
方
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆�

平
日
に
納
税
相
談
が
で
き
な

い
方
は
…

休
日
で
も
納
税
相
談
を
行
い

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

◆�

口
座
振
替
が
便
利
で
す

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、

通
帳
と
印
鑑
を
持
参
し
、
ご
利

用
の
金
融
機
関
ま
た
は
市
税
務

課
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

・�

市
税
等(

①
②)

は
…

�

市
税
務
課
納
税
・
管
理
グ

ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
３
９
５

・
使
用
料
等(

③
〜
⑫)

は
…

市
税
務
課
税
外
グ
ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
３
９
６

① 市税

② 国民健康保険税

③ 介護保険料

④ 後期高齢者医療保険料

⑤ 保育料

⑥ 学童保育料

⑦ 学校給食費

⑧ 市営住宅使用料

⑨ 市営住宅駐車場使用料

⑩ 土地貸付料

⑪ 建物貸付料

⑫ し尿処理手数料

■�

個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で

納
め
ま
し
ょ
う

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と

は
、
事
業
主（
給
与
支
払
者
）が

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ

う
に
、
従
業
員（
納
税
義
務
者
）

に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を

天
引
き
し
納
入
す
る
制
度
で
す
。

事
業
主（
給
与
支
払
者
）は
、

特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、
法

人
・
個
人
を
問
わ
ず
、
全
て
の

従
業
員
に
つ
い
て
、
個
人
住
民

市
で
は
、
今
年
も
森
林
保
護

を
目
的
と
し
て
、
紙
カ
ド
松
の

無
料
配
布
を
行
い
ま
す
。

配
布
期
間
／

１２
月
３１
日（
火
）ま
で

配�

布
場
所
／

・
市
役
所
１
階
受
付

・
宗
谷
・
沼
川
各
支
所

■
紙
カ
ド
松
の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す

※�

土
日
、祝
日
、１２
月
３１
日（
火
）

は
、
市
役
所
裏
口
の
警
備
室

で
配
布
を
行
い
ま
す
。

※�

枚
数
に
限
り
が
あ
り
、
な
く

な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
／
市
農
政
課
農
林

整
備
グ
ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
４
７
６

市
で
は
、
水
道
検
針
票(

使

用
水
量
・
料
金
等
の
お
知
ら
せ)

の
裏
面
に
掲
載
す
る
企
業
等
の

宣
伝
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

こ
の
検
針
票
は
、
毎
月
の
水

道
メ
ー
タ
ー
検
針
時
に
使
用
水

量
や
料
金
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

る
も
の
で
、
水
道
契
約
の
あ
る

全
て
の
ご
家
庭
等
に
配
付
し
て

い
ま
す
。

ご
利
用
し
や
す
い
料
金
を
設

■
水
道
検
針
票
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か
？

定
し
て
お
り
、
大
き
な
宣
伝
効

果
が
期
待
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
に
つ
い
て
／

�

広
告
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
要
件
・
基
準
が
あ
り

ま
す
。
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

掲
載
位
置
／

検
針
票
裏
面
の
３
枠

サ
イ
ズ
、
カ
ラ
ー
／

�

縦
３
・
５
セ
ン
チ
×
横
６
・

５
セ
ン
チ
、
モ
ノ
ク
ロ
刷
り

金
額
／

１
枠
に
つ
き
年
間
７
万
円

掲�

載
期
間
／
令
和
２
年
４
月
１

日
〜
令
和
３
年
３
月
３１
日

(

約
２０
万
枚
配
布)

申
し
込
み
期
限
／

令
和
２
年
１
月
１０
日(

金)

※�

応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

�

市
水
道
料
金
課
庶
務
グ
ル
ー

プ☎
２
３
‐
６
５
５
３

広告枠1

広告枠3

広告枠2

水道検針票（裏面）の
広告掲載位置例市

で
は
、
１２
月
か
ら
２
月
を

「
水
道
料
金
特
別
徴
収
強
化
期

間
」と
定
め
て
徴
収
態
勢
を
強

化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
は
、
夜
間
の
電
話

に
よ
る
催
告
や
、
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
た
徴
収
員
に
よ
る
訪

問
な
ど
、
水
道
料
金
の
徴
収
を

強
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
悪
質

な
未
納
者
に
は「
給
水
停
止
処

分
」を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
未

納
を
繰
り
返
す
世
帯
に
は
早
期

の
折せ

っ

衝し
ょ
う

に
取
り
組
み
、
よ
り

一
層
厳
し
い
姿
勢
で
臨
み
ま
す
。

■
水
道
料
金
の
納
入
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

な
お
、
市
役
所
２
階
の
環
境

水
道
部
で
は
、
水
道
料
金
の
納

入
に
つ
い
て
の
相
談
を
随
時
受

け
て
い
ま
す
。

◆�「
夜
間
相
談
窓
口
」を
開
設
し

ま
す

強
化
期
間
中
の
毎
週
水
曜
日

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）に

つ
い
て
は
、
１９
時
ま
で
夜
間
相

談
窓
口
を
設
け
て
、
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／

水
道
料
金
課
料
金
グ
ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
５
１
４

税
を
特
別
徴
収
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。（
地
方
税
法
第
３
２
１

条
の
４
）

不
明
な
点
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
問
い
合
わ
せ
／

宗
谷
総
合
振
興
局
税
務
課

☎
３
３
‐
２
５
１
９

・�

特
別
徴
収
の
手
続
き
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
／

市
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
３
９
２

■
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ 

北
海
道
か
ら
の
お
知
ら
せ


